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１．女性活躍推進法について



女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号）の概要

女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

１．目的

○ 一般事業主（民間企業等）、特定事業主（国・地方公共団体）は、

⑴ 職場の女性の活躍に関する状況の把握・課題の分析を実施、 

⑵ 状況把握、課題分析を踏まえた事業主行動計画を策定・公表、

［事業主行動計画の必須記載事項］
・目標（数値を用いて設定） ・取組内容 ・取組の実施時期 ・計画期間

⑶ 女性の職業選択に資するよう、女性の活躍に関する情報を公表

・常用労働者301人以上の一般事業主及び全ての特定事業主（※２）は、 

①「男女間賃金差異」

②「女性管理職比率」

③職業生活に関する機会の提供に関する実績から１項目以上

④職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績から１項目以上
を公表

・常用労働者101人以上300人以下の一般事業主は、

① 「男女間賃金差異」

② 「女性管理職比率」

③「職業生活に関する機会の提供に関する実績」及び
「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」の全ての項目から１項目以上

を公表

○ 国等は、優良な一般事業主に対する認定（えるぼし認定・プラチナえるぼし認定）、公共調達における受注機会の増大等の施策を実施。

地方公共団体は、国の施策に準じて受注機会の増大等の施策を実施（努力義務）

○ 地方公共団体は、推進計画（区域内の女性活躍の推進に係る計画）を策定、公表（努力義務）

２．概要 （一般事業主（民間企業等）に関する部分は厚生労働省が、特定事業主（国・地方公共団体）に関する部分は内閣府（内閣官房、総務省と共管）が所管）

⑴～⑶の対象は、
①常用労働者101人以上の一般事業主 及び
（常用労働者100人以下の一般事業主は努力義務）
②全ての特定事業主

情報公表項目

・男女間賃金差異
・女性管理職比率

・採用者に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換の実績
・男女別の再雇用又は中途採用の実績 等

・男女の平均継続勤務年数の差異
・残業時間の状況
・男女別の育児休業取得率
・有給休暇取得率 等

職業生活と家庭
生活との両立に
資する雇用環境
の整備の実績

職業生活に
関する機会の
提供の実績

時限立法 ※１

（～R18（2036）.3.31)

※１ 令和７年の女性活躍推進法改正により、有効期限が令和８年３月31日までから、令和18年３月31日まで、10年間延長された。
※２ 特定事業主は、内閣府令により、「各役職段階にある職員に占める女性職員の割合」、「男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況」、

「職員（管理職以外）の一月当たりの平均超過勤務時間」を含む計７項目以上の公表が義務化された。



女活法を踏まえ実施する必要がある事項①：状況把握と目標設定（その１）
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一般事業主行動計画の策定・届出

ステップ１ 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析（義務）

・自社の女性の活躍に関する状況を、以下の基礎項目（必ず把握すべき項目）
      を用いて把握してください。

・把握した状況から自社の課題を分析してください。

①採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）
②男女の平均継続勤務年数の差異（区）
③労働者の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間の状況
④管理職に占める女性労働者の割合
⑤男女間賃金差異（全・正・パ有）

（注１）事業主にとって課題があると判断された事項については、別に定める選択項目を活用し、原因の分析を深めることが有効です。

（注２）（区）の表示のある項目については､雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要です。

（注３）男女間賃金差異は正規雇用労働者、パート・有期社員（非正規雇用労働者）、全ての労働者の区分ごとに把握を行うことが必要です。

職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって､当該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と異なる雇用管理を
行うことを予定して設定しているものです。雇用管理区分が同一かの判断にあたっては、従事する職務の内容、人事異動(転勤、昇進・昇格を含む)の幅
や頻度において他の区分に属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかによって判断します。
(例：総合職、エリア総合職、一般職 ／ 事務職、技術職、専門職、現業職 ／ 正社員、契約社員、パートタイム労働者など)

＜ 雇用管理区分とは ＞

基

礎

項

目

女性活躍推進法に基づき実施する必要がある事項：状況把握と目標設定（１／２）
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ステップ２ 一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表（義務）

・ステップ１を踏まえて、

(a)計画期間

(b)数値目標
常用労働者数301人以上企業 →２つ以上の項目
常用労働者数101人～300人企業→１つ以上の項目

(c)取組内容

(d)取組の実施時期

を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定してください。

・一般事業主行動計画を労働者に周知・外部へ公表してください。

ステップ３ 一般事業主行動計画を策定した旨の届出（義務）

・一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局へ届け出てください。

ステップ４ 取組の実施、効果の測定（努力義務）

・定期的に、数値目標の達成状況や、一般事業主行動計画に基づく取組の

         実施状況を点検・評価してください。

女性活躍推進法に基づき実施する必要がある事項：状況把握と目標設定（２／２）
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状況把握・目標設定、情報公表の対象事項 対照表

状況把握・目標設定 情報公表

⑴ 男女間賃金差異（全・正・パ有）

⑵女性管理職比率

⑶ ⑴⑵の
ほか、女
性労働者
に対する
職業生活
に関する
機会の提
供

①採用した労働者に占める女性労働者の割合（区） ①採用した労働者に占める女性労働者の割合（区）

②男女別の採用における競争倍率（区） ②男女別の採用における競争倍率（区）

③労働者に占める女性労働者の割合（区）（派） ③労働者に占める女性労働者の割合（区）（派）

④男女別の配置の状況（区） ー

⑤男女別の将来の育成を目的とした教育訓練の受講の状況（区） ー

⑥管理職及び男女の労働者の配置・育成・評価・昇進・性別役割分担意識その他の職場風土等に関する意
識（区）（派：性別役割分担意識など職場風土等に関する意識）

ー

⑦各職階の労働者に占める女性労働者の割合及び役員に占める女性の割合
④係長級にある者に占める女性労働者の割合

⑤役員に占める女性の割合

⑧男女別の１つ上位の職階へ昇進した労働者の割合 ー

⑨男女の人事評価の結果における差異（区） ー

⑩セクシュアルハラスメント等に関する各種相談窓口への相談状況（区）（派） ー

⑪男女別の職種又は雇用形態の転換の実績（区）（派：雇い入れの実績） ⑥男女別の職種又は雇用形態の転換実績

⑫男女別の再雇用又は中途採用の実績（区） ⑦男女別の再雇用又は中途採用の実績

⑬男女別の職種若しくは雇用形態の転換者、再雇用者又は中途採用者を管理職へ登用した実績 ー

⑭非正社員の男女別のキャリアアップに向けた研修の受講の状況（区） ー

⑷ 職業生
活と家庭
生活との
両立に資
する雇用
環境の整
備

①男女の平均継続勤続年数の差異（区） ①男女の平均継続勤続年数の差異

②10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合（区） ②10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合

③男女別の育児休業取得率及び平均取得期間（区） ③男女別の育児休業取得率（区）

④男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度（育児休業を除く）の利用実績（区） ー

⑤男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績 ー

⑥労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間（健康管理時間）の状況 ④労働者の一月当たりの平均残業時間

⑦雇用管理区分ごとの労働者の各月ごとの平均残業時間等の労働時間（健康管理時間）の状況（区）（派） ⑤雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業時間（区）（派）

⑧有給休暇取得率（区）（派）
⑥有給休暇取得率

⑦雇用管理区分ごとの有給休暇取得率（区）

下線の５つの項目が状況把握必須項目（目標設定は必須項目なし） 101人以上企業は男女間賃金差異及び女性管理職比率が公表必須項目

101～
300人以
下企業は

14項目
から1項
目以上を

公表

301人以
上企業は
7項目か
ら1項目
以上を公

表

101人以上企業：
男女間賃金差異は正規雇
用労働者、パート・有期
社員（非正規雇用労働
者）、全ての労働者の3

区分について算出

※（区）･･･雇用管理区分ごとに対応する項目、（派）･･･派遣労働者を含めて対応する項目

301人以
上企業は7
項目から1
項目以上
を公表

101人以上企業は
⑴⑵の公表が必須



（参考１）日英独仏米の男女間賃金差異（OECD）

厚生労働省のこれまでの取組

資料出所：OECD Stat.データ（各国のフルタイム労働者について男性と女性の賃金（中位数）の差を男性の賃金で除したもの）
（年）

（％）

• 昭和60年～ 男女雇用機会均等法に基づき、企業における募集・採用・配置・昇進に関する均等待遇の確保等を推進。

• 平成22年 男女間賃金格差の要因を分析（平成22年研究会報告）。役職や勤続年数の差異が、大きな要因となっていることを解明。

• 平成27年 女性活躍推進法に基づき、個々の企業における状況把握・目標設定・情報公表を通じ、女性活躍推進のPDCAサイクルを廻す取組を開始。

• 令和元年 女性活躍推進法を改正し、中小企業に適用拡大、状況把握を見直し（男女間賃金の差異を選択項目に追加）、情報公表を拡充（大企業は２項目公表）。

• 令和4年7月    女性活躍推進法に基づく省令を改正し、常用労働者数301人以上の事業主に対して、男女間賃金差異の把握・公表を義務付け。

• 令和7年6月・12月 女性活躍推進法及び省令を改正（法：６月、省令：12月）し、常用労働者数101人以上の事業主に、男女間賃金差異の把握・公表義務を拡大。

（参考：諸外国における近年の取組）

• イギリス：2017年 男女間賃金差異に関する情報公表を義務付け（労働者数250人超の官民の組織が対象）

• フランス：2001年 男女間賃金差異を団体交渉事項に追加。 2018年 男女間賃金差異を含む男女平等指標の公表を義務付け（労働者数50人以上の企業が対象）

• ドイツ ：2017年 男女の賃金の公平性に関する報告書の公表を義務付け（労働者数500人以上の会社が対象）

• アメリカ：2003年 男女間賃金差異に関する情報公表をパブリックセクターに義務付け
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（参考２）男女間賃金差異の要因

○男女間賃金差異は長期的には縮小傾向にあります。

○男女間賃金差異の要因で最も大きいのは、役職の違い（管理職
比率）であり、次いで勤続年数の違いとなっています。

（注１）「原数値」は男性100に対する、実際の女性の賃金水準
（注２）「調整済み」は女性の各要因の労働者構成が男性と同じ

 と仮定した場合の賃金水準

○上記の分析の手法と結果は、「変化する賃金・雇用制度の下に
おける男女間賃金格差に関する研究会報告書」及び「平成21年
版働く女性の実情」（ともに平成22年4月9日公表）において示
し、その後、毎年度の「働く女性の実情」において直近の状況
を示しています。

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」を用いて厚生労働省雇用環境・均等局作成

男女間賃金差異の要因（単純分析）（令和６年）

9

調整した
事項

男女賃金差異 男女間差
異の縮小
の程度
②－①

男女間差異
（原数値）

①

男女間差異
（調整済み）

②

役職

75.8

84.6 8.8

勤続年数 79.4 3.6

学歴 78.0 2.2

労働時間 77.7 1.9

年齢 76.4 0.6

企業規模 75.9 0.1

産業 74.5 -1.3

（注） １ 「調整前（原数値）」は男性100に対する、実際の女性の賃金水準
２ 「調整済み」は女性の各要因の労働者構成が男性と同じと仮定した場合の賃金水

準



2．男女間賃金差異の算出方法等について



(1) 算出の手順



女性 男性

正規労働者 女性・正規 男性・正規

非正規労働
者

女性・非正規 男性・非正規

①労働者を男性・女性、また、正規・非正規で４種類に分類します。

12

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表

「正規労働者」・「非正規労働者」の考え方については後述します。



②４種類の労働者それぞれについて、一の事業年度の総賃金と人員数を算出
します。
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女性 男性

正規労働者

女性・正規の

総賃金・人員数

男性・正規の

総賃金・人員数

非正規労働
者

女性・非正規の

総賃金・人員数

男性・非正規の

総賃金・人員数

総賃金の算出方法、人員数の考え方については後述します。

算出したそれぞれの総賃金・人員数は全ての労働者の男女間賃金差異の算出に利用可能です。

￥ ￥

￥ ￥

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



女性 男性

正規労働者
女性・正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

男性・正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

非正規労働
者

女性・非正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

男性・非正規の
平均年間賃金

（＝総賃金÷人員数）

③４種類の労働者それぞれについて、平均年間賃金を算出します。
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②でそれぞれ算出した総賃金をそれぞれの人員数で除します。

平均年間賃金① 平均年間賃金②

平均年間賃金③ 平均年間賃金④

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



④正規・非正規の総賃金・人員数を利用して、全ての労働者の年間平均賃金
を男女別に算出します。

15

女性 男性

正規労働者
総賃金（A）
人員数（B）

総賃金（C）
人員数（D）

非正規労働者
総賃金（E）
人員数（F）

総賃金（G）
人員数（H）

全ての労働者
総賃金（A＋E）
人員数（B＋F）

総賃金（C＋G）
人員数（D＋H）

＝平均年間賃金①

＝平均年間賃金③

＝平均年間賃金②

＝平均年間賃金④

＝平均年間賃金⑥＝平均年間賃金⑤

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表



⑤正規、非正規、全ての労働者の区分ごとに、（女性の平均年間賃金）÷
（男性の平均年間賃金）により、割合（パーセント）算出し、公表します。

女性 男性

正規
労働者

平均年間賃金
①

平均年間賃金
②

非正規
労働者

平均年間賃金
③

平均年間賃金
④

全ての
労働者

平均年間賃金
⑤

平均年間賃金
⑥

全労働者の男女間賃金差異

正規雇用の男女間賃金差異

非正規雇用の男女間賃金差異

①
②

×100％
③
④

⑤
⑥

×100％

×100％

公表する割合

①労働者の分類 ②総賃金と人員数の算出
③平均年間賃金の算出（正

規・非正規）

④平均年間賃金の算出（全

ての労働者）
⑤割合の算出・公表

※小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示（必須）。 16



留意するポイント（情報公表が必要な３区分）
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➢ 「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の３区分での公表が必要です。

➢ 「全労働者」は、「正規雇用労働者」と「非正規雇用労働者」の合計、

    「正規雇用労働者」は、期間の定めなくフルタイム勤務する労働者、

    「非正規雇用労働者」は、パートタイム労働者（１週間の所定労働時間が同一の事業主

に雇用される通常の労働者（正規雇用労働者）に比べて短い労働者）及び有期雇用労働

      者（事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者）をいいます。

➢ 派遣労働者は派遣元事業主において算出し、派遣先の事業主の算出対象の非正規雇用労
働者から除外します。

➢ なお、個々の事業主において、更に詳細な区分により、男女間賃金差異の公表を任意で
行うことは、何ら差し支えありません。



（参考）本社と複数の支社がある場合１／２
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（●●支社） 女性 男性

正規
労働者

総賃金（a1）
人員数（b1）

総賃金（c1）
人員数（d1）

非正規
労働者

総賃金（e1）
人員数（f1）

総賃金（g1）
人員数（h1）

（△△支社） 女性 男性

正規
労働者

総賃金（a2）
人員数（b2）

総賃金（c2）
人員数（d2）

非正規
労働者

総賃金（e2）
人員数（f2）

総賃金（g2）
人員数（h2）

（本社） 女性 男性

正規
労働者

総賃金（A）
人員数（B）

総賃金（C）
人員数（D）

非正規
労働者

総賃金（E）
人員数（F）

総賃金（G）
人員数（H）

本社およびすべての支社のデータを積み上げて算出します。

本社

△△支社●●支社

積み上げ

積み上げ



（参考）本社と複数の支社がある場合２／２
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女性 男性

正規
労働者

総賃金（A+a1+a2）
人員数（B+b1+b2）

総賃金（C+c1+c2）
人員数（D+d1+d2）

非正規
労働者

総賃金（E+e1+e2）
人員数（F+f1+f2）

総賃金（G+g1+g2）
人員数（H+h1+h2）

全ての
労働者

総賃金（A＋a1+a2＋E+e1+e2）
人員数（B+b1+b2＋F+f1+f2）

総賃金（C+c1+c2＋G+g1+g2）
人員数（D+d1+d2＋H+h1+h2）

＋

本社 △△支社●●支社

＋



(2) 賃金について



総賃金の算出（源泉徴収簿を用いる場合）
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源泉徴収簿を用いて、総賃金を算出することが可能です。

（１）事業年度が１月～12月の企業の場合

事業年度に対応した期間内の
支払額の合計が、一人の労働
者の年間賃金となります。

これを、男女を分けて、正規、
非正規、全ての労働者につい
て足し上げることで、それぞ

れの総賃金となります。

給料・手当等

の総支給額

賞与等の総支給額



総賃金の算出（源泉徴収簿を用いる場合）
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（２）事業年度が４月～翌３月の企業の場合

事業年度が跨がる２年分の源泉徴収
簿を用意し、事業年度に対応した期
間内の支払額の合計が、一人の労働

者の年間賃金となります。

これを、男女を分けて、正規、非正
規、全ての労働者について足し上げ
ることで、それぞれの総賃金となり

ます。

令和４年

令和５年

5

賞与等の総支給額

給料・手当等の総支給額

（4～12月分と翌1～3月分）



総賃金について
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➢ 賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が
労働者に支払う全てのものをいいます。

➢ ただし、退職手当は、年度を超える労務の対価という性格を有することから、ま
た、通勤手当等は、経費の実費弁償という性格を有することから、個々の事業主
の判断により、それぞれ「賃金」から除外する取扱いとして差し支えありません。

➢ なお、所得税法（昭和40年法律第33号）第28条に規定する「給与所得」は、上述
の賃金の取扱いに合致します。

TCEZB
ハイライト表示



有価証券報告書を作成している場合の算出について
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○有価証券報告書を作成する事業主は、有価証券報告書を作成する際に用いる

• 「従業員」の範囲

• 「平均年間給与」の計算に用いる給与の範囲

が、それぞれ、女性活躍推進法における男女間賃金差異の算出の原則（「正規雇用労働

者」の定義、「賃金」の定義）に適合している場合、有価証券報告書における「従業

員」の「平均年間給与」の算出方法を踏まえて、男女別の平均年間賃金を算出して差し

支えありません。

※有価証券報告書における「臨時従業員」についても、「非正規雇用労働者」の定義に
適合している場合、その人員数の数え方を踏まえて、必要な算出を行って差し支え
ありません。



(３) 人員数について



人員数の算出
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１．基本的な考え方

・男女で異なる数え方をしないこと。

・初回の公表以降、将来に向かって繰り返し行う公表を通じて一貫性ある方法を採用すること。

・人員数の数え方を変更する必要が生じた場合は、人員数の数え方を変更した旨及び変更した理由について

明記すること。

２．具体例

・一の事業年度の期首から期末までの連続する12か月の特定の日（給与支払日、月の末日その他）の労働者の人
数の平均を用いることが考えられます。

※この方法を用いる場合、人員数は勤務期間（勤務している月数）に応じて換算されていることに留意することが必要。

・さらに、パート労働者について、正規雇用労働者の所定労働時間等の労働時間を参考として、人員数を換
算しても差し支えありません。この場合、換算をしている旨を重要事項として説明欄に記載してください。

３．出向者等の扱い

個々の事業主において、従前の情報公表の方法も踏まえつつ、実情に応じて適切な方法を採用することで差し
支えありません。ただし、男性・女性、正規雇用・非正規雇用で扱いは統一し、一貫性のある扱いをすることが
必要です。



人員の考え方
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人員を数える
期間の単位 数え方 備考

月
各月の特定の日（給与の支払日、月末日
など）に雇用している労働者の数の１２
か月平均

・源泉徴収簿を基に作業可能。
・年度途中の入職（退職）や

産休・育休入り（復帰）も反映
可能。

時間
（上記の月単位に加えて）
パートの所定労働時間を用いる。
（4時間勤務/日＝1/2日・人）

必須ではない。各事業主の実情に応
じて、取り入れるか否かを判断して
よい。

対外的に説明責任を果たし得るよう、適切な数え方を採用すること

１．基本的な考え方

２．補足

○ １．に加えて、人員を数える期間の単位として、「日」を用いることも考えられます。
※ 一か月のうちの勤務日数を換算する。（例:営業日（20日）のうち10日勤務 ⇒ 1/2月･人）

○ なお、一の事業年度を通じ、労働者数及び男女比の変動がほとんど見られない等の事情がある事業
主においては、事業年度の特定の日（例えば、事業年度の末日や年央の月の末日）に雇用している労
働者の数をもって、男女間賃金差異を計算する際の人員数として用いることも可能ですが、そのよう
な事情等がない場合には、この人員数を用いることは適切ではありません。



留意するポイント（人員数の算出について）
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育児短時間勤務利用者等について給与を短縮時間分だけ減額している場合、育児等が
女性に偏っている現状があれば、男女間賃金差異は、大きくなる可能性があります。

だからといって、育児短時間勤務利用者等の給与・人員を除外することは適切ではあ
りません。両性の働き方の違いが縮小すれば、男女間賃金差異の縮小として反映される
からです。

このような事情については、後述する「説明欄」において、追加的な情報として公表
することが適切です。



（参考）事業年度が１月～１２月の場合の人員数の算出
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各月の人員数

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10
月

11
月

12
月

正規 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12

非正規 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

全て
の

労働
者

A1
＋

B1

A2
＋

B2

A3
＋

B3

A4
＋

B3

A5
＋

B5

A6
＋

B6

A7
＋

A7

A8
＋

B8

A9
＋

B9

A10 
＋

B10

A11
 ＋

B11

A12
＋

B12

【正規労働者の人員数】
（A1+A2+･･･+A11+A12）÷12（ヶ月）

【非正規労働者の人員数】
（B1+B2+･･･+B11+B12）÷12（ヶ月）

【全ての労働者の人員数】
｛（A1+A2+･･･+A11+A12）＋（B1+B2+･･･+B11+B12） ｝÷12（ヶ月）

（単位：人）



(４) 情報公表について



男女間賃金差異の公表イメージ
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男女間賃金差異
（男性の賃金に対する女性の賃金の割合）

全労働者 XX.X％

正社員 YY.Y％

パート・有期社員 ZZ.Z％

該当者が存在しない区分（例えば、男女とも非正規雇
用労働者を雇用していない事業主や一方の性別の非正
規雇用労働者を雇用していない事業主においては非正
規雇用労働者の区分）については、「－」で記載して
ください。（必須）

算出の前提とした重要な事項を記載してください。
例えば、
・賃金から除外した手当がある場合には、その具体的な名称等
・正規雇用労働者、非正規雇用労働者については、個々の事業主における呼称等に即して、
どのような労働者が該当しているか

さらに、自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用してください。（詳細は後述）

小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位まで表示
（必須）

公表日：２０２７年４月２５日

労働者の人員数について労働時間を基に換算をしている旨を記載（換算をしている事業主は必須）

対象期間：令和８事業年度（令和８年４月１日から令和９年３月31日まで）（必須）

賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。

正社員：出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。

パート・有期社員：期間工、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

パート労働者については、正社員の所定労働時間（１日８時間）で

換算した人員数を基に平均年間賃金を算出している。



男女間賃金差異の公表例
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男女間賃金差異
（男性の賃金に対する女性の賃金の割合）

全労働者 80.4％

正社員 80.5％

パート・有期社員 91.5％

公表日：２０２７年４月２１日

POINT：
追加的な分析結果を記載すると、
より自社の状況をわかりやすく
伝えられます

対象期間：令和８事業年度（令和８年４月１日から令和９年３月31日まで）

賃金：基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含み、退職手当、通勤手当等を除く。

正社員：出向者については、当社から社外への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。

パート・有期社員：期間工、パートタイマー、嘱託を含み、派遣社員を除く。

※なお、パート労働者については、フルタイム労働者の所定労働時間（8時間/日）を

もとに人員数の換算を行っている。

差異についての補足説明：

＜正社員＞

正社員のうち、最も差異が生じている役職は部長級で、部長級における男女間賃金

差異は71.2％である。また、部長級における女性の割合も8.0％と少なく、部長級への

女性登用を計画的に推進していく。

＜パート・有期社員＞

女性よりも男性に相対的に賃金が高い嘱託社員が多いため、差が生じていると考えられる。

POINT：
人員数について労働時間を基に換
算している場合にはその旨と計算
方法を記載してください



男女間賃金差異の意味について
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企業における男女間賃金差異については、行動計画の策定等による取組の結果、特に女性の登
用や継続就業の進捗を測る観点から有効な指標となり得るものですが、 例えば、 女性労働者の新
規採用を強化する等の女性活躍推進の取組により、相対的に男女間賃金差異が拡大することもあ
り得ます。

男女間賃金差異が小さい場合でも、管理職比率や平均継続勤務年数などの個々の指標を見たと
きに男女で差異が生じていることもあり得ます。

男女間賃金差異については、指標の大小それ自体に着目するのではなく、要因及び課題の分析
を行い、改善に向けて取り組んでいくことが重要です。

企業においては、単に数値を公表するだけでなく、『説明欄』において、要因及び課題の分析
の結果等のより詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能であり、このような追加的な情
報公表を行うことが望ましいです。

加えて、男女間賃金差異を公表した後は、法に基づき、自社の管理職比率や平均継続勤務年数
などの状況把握・課題分析を改めて行った上で、女性活躍推進のための取組を継続することが重
要です。

『説明欄』とは・・・自社の実情を説明するため、事業主の任意で、数値に加えて、より詳細な情報や補足的な情報を公表する

ことができる欄であり、「女性の活躍推進企業データベース」にはあらかじめ注釈・説明という欄が設けられているものです。



説明欄の活用について
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自社の実情を正しく理解してもらうために『説明欄』を有効活用することが望ましいです。

（「男女間賃金差異」以外の情報も任意で追加的に公表可能。）

• 求職者等に対して、比較可能な企業情報を提供するという目的から、「男女間賃金差異」は、すべての

事業主が共通の計算方法で数値を公表する必要があります。

• その上で、「男女間賃金差異」の数値だけでは伝えきれない自社の実情を説明するため、事業主の任意

で、より詳細な情報や補足的な情報を公表することも可能です。

• 自社の女性活躍に関する状況を、求職者等に正しく理解してもらうためにも、『説明欄』等を活用し、
追加的な情報の公表を検討してください。任意の追加的な情報公表の例

✓ 自社における男女間賃金差異の背景事情がある場合に、追加情報として公表する。

例えば、女性活躍推進の観点から、女性の新卒採用を強化した結果、前年と比べて相対的に賃金

     水準の低い女性労働者が増え、男女賃金差異が前事業年度よりも拡大した、など。

✓ より詳細な雇用管理区分（正規雇用労働者を正社員、勤務地限定正社員、短時間正社員に区分す

る等）での男女間賃金差異や、属性（勤続年数、役職等）が同じ男女労働者の間での賃金の差異

を、追加情報として公表する。

✓ 契約期間や労働時間が相当程度短いパート・有期労働者を多数雇用している場合に、次のような

方法で男女の賃金の差異を算出し、追加情報として公表する。

・正社員、パート・有期労働者それぞれの賃金を１時間当たりの額に換算する

✓ 時系列で男女間賃金差異を公表し、複数年度にわたる変化を示す。

✓ 要因及び課題の分析を踏まえ、男女間賃金差異の縮小に向けた取組の内容を説明する。

✓ 男女間賃金差異の要因及び課題の分析を行う際に、女性管理職比率の要因及び分析もあわせて実

施し、それらの結果を関連付けて、公表する。



留意するポイント（法人単位での情報公表）
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◆ 法に基づく男女間賃金差異の情報公表は、事業主ごとに行うものとされており、男女間賃
金差異についても、事業主ごとに行うものです。例えば、ホールディングス（持株会社）
であっても、法の定める一般事業主に該当する限り、単体としての情報公表を行うもので
あり、連結ベースでの情報公表を行うものではありません。

（参考）男女間賃金差異以外の、法に基づく項目の情報公表は、グループ会社において、グループ内で雇用管理が一体的になされてい

る場合（※）など一定の場合は、グループ全体としての実施＝各事業主の実施と解することができます。

※ 「グループ内の雇用管理が一体的になされている」とは、採用から配置・育成、登用 に至るまでをグループ全体で行って

いること。

（注）男女間賃金差異以外



公表時期等について（101人以上300人以下企業）
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URL：https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

○状況把握

情報公表を行った後の一般事業主行動計画の策定・変更にあたり、状況把握を行う必要があります。

｢女性の活躍推進企業データベース｣
を是非ご活用ください！

○情報公表

令和７年の女性活躍推進法の改正により、常時雇用する労働者が101人以上300人以下の事業主に
ついても、男女間賃金差異の公表が義務付けられました。これらの事業主が初めて行う情報公表に
ついては、令和８年４月１日以後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後
おおむね３か月以内に公表する必要があります。

男女間賃金差異の公表に当たっては、求職者等が容易に閲覧できるよう、他の情報公表項目と同
様に、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」への掲載が最も適切です。 

※自社のホームページへの掲載等による公表を妨げるものではありません。



事業主の作業スケジュール①（事業年度：５月～翌４月の場合）
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令和８年
（2026年）

▼

12月1月

12月1月令和９年
（2027年）

令和８年４月１日

改正法一部施行

4月末

令和８年４月末

事業年度終了

★

新事業年度に初回の情報公表

おおむね７月末まで

※ 改正法の施行前から男女間賃金差異の公表が義務付けられている常時雇用する労働者が301以上の事業主についてはこれによらず、従来

同様概ね１年に１回の情報公表が必要。



事業主の作業スケジュール②（事業年度：１月～１２月の場合）
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令和８年
（2026年）

▼

12月1月

12月1月令和９年
（2027年）

令和８年１月

事業年度開始

★

新事業年度に初回の情報公表

おおむね３月末まで

令和８年４月１日

改正法一部施行

令和８年１２月末

事業年度終了

※ 改正法の施行前から男女間賃金差異の公表が義務付けられている常時雇用する労働者が301以上の事業主についてはこれによらず、従来

同様概ね１年に１回の情報公表が必要。



事業主の作業スケジュール③（事業年度：４月～翌３月の場合）
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令和８年
（2026年）

▼

12月1月

12月1月令和９年
（2027年）

令和８年４月

事業年度開始

4月

令和９年３月末

事業年度終了

3月末

★

新事業年度に初回の情報公表

おおむね６月末まで

令和８年４月１日

改正法一部施行

令和８年３月末

事業年度終了

※ 改正法の施行前から男女間賃金差異の公表が義務付けられている常時雇用する労働者が301以上の事業主についてはこれによらず、従来

同様概ね１年に１回の情報公表が必要。


